
 

空き家等対策協議会の開催について 

 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 
箕輪町空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例第 21 条に基づき設置された空

き家対策協議会を以下のとおり開催し、町の空き家対策の現状や特定空き家の措置

について検討を行います。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                   

箕輪町役場  みのわの魅力発信室 プレスリリース 

令和 7 年２月１３日 発信 
箕輪町 

  日 時   令和７年２月１９日（水） 

午後１時３０分から３時３０分まで (終了予定) 

場 所   みのわＢＡＳＥ ２階 会議室１ 

  内 容   空き家等対策の現状について 

（特定空き家等の現状や措置について） 

添付資料 有  無 

みのわの魅力発信室 移住定住推進係 

（室長）鈴木 清次 （担当）羽生 佳孝 

電話：0265-79-3153（直通） 

FAX：0265-79-0230 

E-mail:miryoku@town.minowa.lg.jp 


